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小売電気事業者による VPP普及拡大に向けた打ち手の検討 
～需要家・関係事業者との連携を通じた持続可能な電力供給の実現～ 

 

〈要 旨〉 

◆ VPP（Virtual Power Plant、仮想発電所）とは、需要家が保有するエネルギーリソースや、電力系統に直接接

続された発電設備等を統合制御し、発電所と同等の機能を提供する仕組みである。再生可能エネルギー

（以下、再エネ）の導入拡大などに伴い、電力需給バランスが変動する中、電力の安定供給へ寄与すること

が期待されている。 

◆ 2050 年カーボンニュートラルの達成に向けて日本社会の取り組みが進む中、小売電気事業者には、「電気

料金上昇への対応」、「非化石電力調達ニーズへの対応」、「安定調達が可能な体制の構築」という 3つの課

題が生じている。これらの課題解決に向けては、VPP の活用が有効な手段となる。具体的には、需要家の自

家消費の促進や DR1報酬の還元を行うことで、電気料金の抑制が期待できる。また、再エネ余剰時に需要を

創出することで非化石電力調達ニーズにも対応できる。さらに、再エネの発電状況に応じて需要を調整する

ことで、卸電力市場での調達時に生じる市場価格の変動リスクを軽減でき、電力の安定調達が可能となる。 

◆ VPP を行うには、リソースの獲得とシステムの確保が不可欠となる。特にリソースの獲得に関しては、機器メー

カーや需要家との接点といった、既存の小売電気事業の強みを生かすことができる。また、機器制御に係る

契約を需要家と結ぶことで、長期的に自社サービスへ囲い込むことができ、既存事業の強化にもつながる。 

◆ 本稿では、将来における VPPの活用可能性と、VPPを十分に機能させるために必要となるリソースの量につ

いて試算した。試算の結果、2040 年度には火力発電の設備容量が減少すると予測され、特に需給がひっ迫

しやすい夏季の夕方以降には、VPP 等を活用して約 26GW の供給力を確保する必要があることが明らかに

なった。また、太陽光発電の導入拡大に伴い、日中には最大約 120GW の供給余剰が発生する可能性があ

ることも判明した。この余剰を吸収するためには、VPP 等を活用して新たに約 100GW 以上の需要を創出す

る必要がある。しかし、現状では VPP の活用量は約 2.5GW にとどまると推測されるため、需給バランスを維

持するには、相当程度のリソースの追加が求められることが分かった。 

◆ 米国では、足下の電力需要の増加や再エネの導入拡大に対し、系統の柔軟性と信頼性を高める手段として

VPPが政策的に重視されている。特に日本と比較し、低圧リソースを活用した VPPがより普及している。要因

として、低圧リソースの電力市場への参加が制度的に容易なことや、機器の自動制御が進んでいること、VPP

参加に対する需要家メリットが分かりやすいことが挙げられ、これらの要因が VPPの普及を後押ししている。 

◆ ただし、VPP の普及に際しては、活用するリソースで有効な取り組みが異なることに留意が必要である。低圧

リソースの場合、機器メーカーと連携し、遠隔制御可能な機器の共同開発や機器導入サービスの展開に加

え、これらのリソースが有効に活用されるような電気料金メニューや DR サービスの提供など、需要家に対し

て VPP のメリットを訴求することが求められる。一方、高圧リソースの場合は、アグリゲーター間の競争を避け

るため、産業用蓄電池や水電解装置、データセンター需要など、従来 VPP として十分に活用されてこなかっ

たリソースを獲得することが重要となる。 

 
1 ディマンドレスポンスの略。需要家側エネルギーリソースの保有者もしくは第三者が、それを制御することで、電力需要パターンを変化させること。 
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1． はじめに 

2050年カーボンニュートラル（以下、CN）の達成に向けて日本社会全体の取り組みが進

む中、小売電気事業者は「電気料金上昇への対応」、「非化石電力調達ニーズへの対

応」、「安定調達が可能な体制の構築」という 3 つの課題に直面している。本稿では、こ

れらの課題に対する解決策として、VPP 活用の可能性について考察する。さらに、現在

VPP が抱える課題や関連制度、市場動向、VPP のポテンシャルの試算、海外の先進事

例の分析等を通じて、VPP の普及拡大に向けた小売電気事業者の打ち手を検討する。 

 

2． VPP について 

（1）電力業界における小売電気事業者の位置づけと VPP との関係性 

まず、電力業界における小売電気事業者の位置づけと、VPP との関係について整理す

る（【図表 1】）。需要家が普段使用する電力は、発電事業者の発電所で生産され、送配

電事業者の電力系統を経由して需要家のもとに届けられる。この仕組みの中で、小売

電気事業者は需要家と電力供給契約を結び、需要量に応じて発電事業者や卸電力市

場から電力を調達する役割を担っている。従って、小売電気事業者の収益は、電力販

売量をいかに拡大させるか、電力をいかに効率的に調達するか、が鍵となる。一方で、

現在、CN の達成に向けて再生可能エネルギー（以下、再エネ）の導入量が急増し、企

業による GHG（温室効果ガス）排出削減の取り組みが加速している。この状況により、後

述するように、小売電気事業者には「電気料金上昇への対応」、「非化石電力調達ニー

ズへの対応」、「安定調達が可能な体制の構築」という課題が生じており、これらの課題

が「最適な電力調達」と「電力販売量の拡大」に対して大きな制約となっている。 

【図表 1】 電力業界における小売電気事業者の位置づけと VPP との関係性  

 
（注）GCはゲートクローズの略。発電販売計画や需要調達計画の提出期限のことで、現行制度では、電力の実需給の 1時間前に設定 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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VPP は、小売電気事業者が直面するこれらの課題を解決しつつ、従来の事業目的の達

成を後押しする有効な手段となりうる。本章では、VPP の概要について解説し、続く第 3

章では、VPPによって具体的にどのようにしてこれらが実現できるのかについて説明する。 

（2）VPP の概要 

VPP とは、需要家が保有するエネルギーリソースや電力系統に直接接続された発電設

備等を統合制御し、発電所と同等の機能を提供する仕組みである（【図表 2】）。この

VPP を運営する主体には、需要家と VPP サービス契約を直接締結してリソース制御を

行う「リソースアグリゲーター（RA）」、および RA が制御して生み出した電力価値を集約

し、電力市場や小売電気事業者等と直接電力取引を行う「アグリゲーションコーディネ

ーター（AC）」が存在する。小売電気事業者が VPP を活用するには、これらアグリゲータ

ーの役割を自ら担うか、AC や RA と連携する必要がある。 

【図表 2】 VPP のイメージ 

 
（出所）資源エネルギー庁資料より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

VPP におけるリソースの制御には、「上げ DR」、「下げ DR」、「逆潮流」の 3 つのパター

ンが存在する（【図表 3】）。上げ DR とは、再エネが余剰となる状況等に需要家機器を稼

働させたり、蓄電池を充電したりすることで電力需要を増加させる制御を指す。一方、下

げ DR は、主に需給がひっ迫した際、需要家機器の出力を抑制し、電力需要を減少さ

せる制御である。さらに、需給がひっ迫した場合には蓄電池を放電して電力系統へ電気

を逆潮流させることも有効である。アグリゲーターは電力需給の状況やシステムの状態に

応じて、これらの制御を適切に実施する役割を担っている。 

【図表 3】 リソースの制御パターン 

 

  （出所）資源エネルギー庁 HP より、みずほ銀行産業調査部作成 
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VPP に期待される役割の一つとして、電力需給バランスの維持への貢献が挙げられる。

【図表 4】は、2024 年度の 1 日の電力需給実績をグラフ化したものである。電力需要か

ら、原子力発電・地熱発電・バイオマス発電・水力発電といった、基本的に一定の出力

で発電するベースロード電源の発電量と、太陽光発電（以下、太陽光）・風力発電（以下、

風力）の発電量を差し引いた残りの部分を「調整需要」と定義する。この調整需要を見る

と、日中の太陽光が発電する時間帯（①）と、夕方以降に太陽光からの電力供給が減少

する時間帯（②）では、大きな差が生じている。足下では、この変動に対して、総発電量

の約 7 割を担う火力発電（以下、火力）の出力調整や、揚水発電（以下、揚水）の稼働

によって需給バランスを維持している。しかし、2050 年 CN 達成に向けて、非効率な石

炭火力を中心に火力が退出していくため、今後は火力の担っていた役割を補完するフ

レキシビリティ2が必要になる。このフレキシビリティとして、VPP の活用が期待されている。 

【図表 4】 2024 年度の 1 日の電力需給 

  
（注 1）送電端を使用 

（注 2）2024年度の全国の電力需給の実績を平均し、1日の電力需給としてグラフ化 

（出所）各一般送配電事業者公表資料より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

3． VPP 導入による小売電気事業者の課題対応と事業基盤強化 

（1）電気料金上昇への対応（課題①） 

東日本大震災以降、原子力発電の停止や再エネの固定価格買取制度（FIT 制度3）の

開始に伴う再エネ賦課金の導入等を背景に、電気料金は上昇傾向にある（【図表 5】）。

今後も、FIT・FIP 電源の導入拡大に伴う再エネ賦課金の負担額の増加や、系統増強に

伴う託送料金単価の上昇等により、電気料金がさらに高騰する可能性が考えられる。一

方で、経済産業省による令和 5 年度の産業経済研究委託事業として矢野経済研究所

が実施した『電力・ガス小売自由化における消費者の選択行動』に係るアンケート結果

によれば、需要家が電力会社を選ぶ際に最も重視しているのは、「電気料金の安さ」で

あることが明らかになっている（【図表 6】）。そのため、電気料金の上昇分をそのまま需要

 
2 出力を柔軟に変化させ、需給バランスを調整する能力。 
3 2012年 7月 1日より開始。2022年 4月より、FIP制度が追加。 
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家に負担させる形で価格に反映させるだけでは、700 社以上存在する小売電気事業者

間の競争に劣後してしまう懸念がある。 

【図表 5】 電気料金の平均単価の推移 【図表 6】 電力会社選択時に重視すること（上位 5 回答） 

 

（注）消費税、再エネ賦課金含む 

（出所）資源エネルギー庁資料より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

（出所）経済産業省による産業経済研究委託事業「令和５年度産 

業経済研究委託事業（電力・ガス小売自由化における消 

費者の選択行動アンケート調査事業）報告書」より、みず 

ほ銀行産業調査部作成 

 

他方、太陽光システムの費用が低下傾向にあり、初期投資を支援するスキーム4も導入

されることを考慮すると、今後は再エネ賦課金や託送料金の負担が不要な自家発電へ

のニーズが高まると考えられる。そのため、太陽光を導入する需要家は今後増加すると

推測されるが、この時、VPP の活用が電気料金のさらなる削減に有効な手段となり得る。

具体的には、需要家が保有する太陽光の余剰電力が生じた場合、上げ DR を促して需

要をシフトさせることで、需要家は太陽光が発電していない時間帯の電力購入量を減ら

すことができる。多くの場合、日中の余剰電力の売電価格よりも電力の購入費用の方が

高いため、需要のシフトによって電気料金の削減効果が期待できる。 

また、太陽光の導入拡大や蓄電池システムの費用低減、補助金の実施等により、今後

は蓄電池の導入がさらに促進されると考えられる。導入された蓄電池は、主に日中の太

陽光の余剰電力の充電や、夕方から早朝にかけての自家消費による経済性向上のた

めに活用される。この時、日中に充電された蓄電池は下げ調整の余力が大きいため、特

に夕方から夜間にかけて需給がひっ迫した時に逆潮流させることで、高い売電収入や

DR 報酬が得られる可能性がある。また、雨天時には蓄電池の充電量が減少するが、そ

の際には、蓄電池を上げ DR リソースとして活用することも可能である。このように、蓄電

池を VPP によって最適に活用することで、需要家は DR 報酬や売電収入を得られ、電

気料金をさらに安価にすることができる。従って、小売電気事業者は VPP サービスを提

供することで、需要家の電気料金を削減し、自社サービスの競争力を強化することが可

能となる。 

（2）非化石電力調達ニーズへの対応（課題②） 

小売電気事業者は、エネルギー供給構造高度化法に基づき、供給する電力量に占め

る非化石電力量の比率を、2030 年度までに 44%以上とすることが目標として定められて

いる。また、現在、データセンター（以下、DC）事業者を中心に、需要家の非化石電力

調達ニーズは急速に高まっている。主要な DC 事業者各社は、再エネ比率 100%での

調達を目指しているほか、GoogleやMicrosoftといった巨大 IT企業は、24時間 365日、

常に非化石電力で電力需要をまかなうことを目標としている（【図表 7】）。このような状況

を踏まえると、小売電気事業者はこれらの需要家のニーズに応えるため、非化石電力の

調達量を一層拡大していく必要があるといえる。 

 
4 住宅用太陽光、事業用太陽光（屋根設置）の従来の FIT・FIP支援期間に対し、支援金額の比率を初期に高く設定し、投資回収の早期化を図る制度。 
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【図表 7】 DC 事業者の非化石電力調達ニーズ 

  

       （注 1）Google、Microsoft、Meta、Amazonの再エネ比率は 100%を達成済みであり、カッコ内は達成した年度を記載 

       （注 2）24/7 CFE とは、24時間 365日、常に 100%非化石電力で操業すること 

       （注 3）追加性とは、新たな再エネ設備の増加を促す効果があること 

       （出所）各社公表資料より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

一方で、2018年度以降、休日やGW等の軽負荷期を中心に出力制御が発生しており、

太陽光の導入拡大に伴い、この出力制御量も増加傾向にある（【図表 8】）。このような非

化石電力需要の増加と、再エネの出力制御が増加する状況とのギャップに対し、小売

電気事業者は、余剰となった再エネを VPP で有効利用することにビジネスチャンスがあ

ると考える。具体的には、再エネが余剰となるタイミングで、需要家に対して需要の創出

を促すことで、余剰電力を需要家に供給することが可能になる。この時、電力の卸市場

価格は相応に低下していることが想定されるため、需要家への成果報酬の還元分を差

し引いたとしても、小売電気事業者は、調達価格と販売価格の差益を得ることができる。

さらに、太陽光を導入している需要家に対しては、再エネの出力制御時に VPP で需要

の創出を促すことによって、通常であれば、系統に逆潮流させる場合には出力制御の

対象となる5太陽光の電力を自家消費することが可能になる。これによって、余剰電力の

有効活用を図るとともに、需要家の非化石電力調達ニーズへ応えることが可能になる。 

【図表 8】 再エネ出力制御の実施状況 

  
（注）2025年度は、2025年 3月末時点の各エリア一般送配電事業者による見込み値を使用 

（出所）各一般送配電事業者公表資料より、みずほ銀行産業調査部作成 

 
5 10kW未満の設備は当面の間、出力制御実施対象外。 
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（3）安定調達が可能な体制の構築（課題③） 

電力の卸売価格であるスポット市場価格は、需給状況や、石油・石炭・LNG等の燃料価

格の影響を受けて大きく変動する（【図表 9】）。この価格変動に伴い、小売電気事業者

の経常利益率も大きく変動する傾向にある（【図表 10】）。特に市場価格の変動が激しか

った 2021 年～2022 年は、市場調達比率の高い事業者を中心に、小売電気事業者の

経営環境は大きく悪化した。需要家との小売契約の解除、事業からの撤退・倒産、託送

料金の不払い等へとつながることとなり、需要家に一定の負担や混乱を生じさせ、国民

経済に大きな影響を与えた。そのため、小売電気事業者には、安定的に電力を調達で

きる体制を構築することが求められる。 

【図表 9】 システムプライスと燃料価格の推移 【図表 10】 小売電気事業者の経常利益率の推移 

 

（注）LNG・石油・石炭は 2019年 1Qの数字を 100 として指数化 

（出所）日本卸電力取引所 HP より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

（出所）各社決算資料より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

 

一方で、多くの電気料金メニューには、火力の燃料価格の変動に応じて電気料金を自

動で調整する「燃料費調整の仕組み」が取り入れられており、特に規制料金6では、「燃

料費調整制度（燃調）」として導入することが義務づけられている。「燃調」では、料金改

定申請時に算定した「基準燃料価格」と、3～5 カ月前の貿易統計価格に基づいて算定

した「実績燃料価格」の差を電気料金に転嫁できる仕組みが組み込まれている。これに

よって、足下、火力からの調達比率の高い事業者は、短期的には利益が変動するもの

の、中長期的には安定した利益を確保することが基本的には可能となっている。 

しかし、将来は、CN 達成に向けて再エネの導入量増加が進むことで、発電全体に占め

る火力の割合が縮小し、火力を前提とした燃調の仕組みでは、価格変動リスクを十分に

軽減できないことが懸念される。また、太陽光や風力等の変動性再エネ（VRE：Variable 

Renewable Energy）は、天候や時間帯による発電量の変動が大きく、安定的な供給が難

しいという課題がある。このため、小売電気事業者は、調達価格のヘッジ手段や、需要

家への供給に必要な量を安定的に調達する手段について、新たに検討する必要がある

（【図表 11】）。 

 

 

 

 

 

 
6 電力小売全面自由化に際し、低圧需要家の保護を図るべく、激変緩和のため電気事業法により旧一般電気事業者に設置が義務付けられた料金プラ

ン。 
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【図表 11】 小売電気事業者の調達環境の変化  

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

調達価格のヘッジ手段としては、現行の先物・先渡市場の活用や、再エネの固定価格

での PPA（Power Purchase Agreement、電力購入契約）を利用することが考えられる。ま

た、想定していた調達量に対して VRE の供給量が不足した場合、市場から電力を調達

することも可能だが、市場価格はボラティリティが高く、特に VRE の出力が低下した際に

は市場価格が高騰することが予想される。この状況を回避する方法として、VPPによって

需要家のエネルギーリソースを活用する「ネガワット取引」が有効である。ネガワット取引

とは、需要家にインセンティブを付与することで電力需要のシフトや削減（下げ DR）を促

す仕組みであり、これにより、小売電気事業者は市場調達によるリスクを軽減することが

可能になる。市場調達コストやインバランスコスト7と比較して、ネガワット取引コストが安価

である場合、この取引を行うことが経済合理的となることから、特に、この時のネガワット

取引を「経済 DR」と呼ぶ。 

（4）既存事業の基盤の強化 

VPP の活用は、既存事業の基盤強化にも寄与する可能性がある。需要家獲得の観点

では、従来の電力供給契約に加え、VPP のための機器制御契約を締結することで、需

要家の囲い込みをさらに強化することが可能となる。また、EV 専用料金メニュー等、需

要家が保有する機器に最適化された料金メニューを提供することで、自社の提案力を

向上させ、競争力を高めることができる。また、最適な電力調達の観点では、経済 DRの

実施やインバランス回避を通じて、調達費用を削減し、事業リスクを低減することが可能

となる。これにより、効率的な電力供給と収益性の向上を同時に実現し、事業の持続可

能性をさらに強化していくことが期待される。従って、VPP を活用することで小売電気事

業者は、直面する課題の解決と既存事業の強化の両面において、多くの効果が期待で

きる（【図表 12】）。 
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【図表 12】 VPP の活用によって小売電気事業者にもたらされる効果 

 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

4． VPP を活用した小売電気事業者のビジネスモデルと必要な要素の整理 

（1）VPP を活用したビジネスモデル 

前章で整理した VPP によってもたらされる効果を踏まえると、今後、小売電気事業者に

は、従来の「需要家への kWh の一方通行な販売」というビジネスモデルから、「需要家

や関連する事業者と協力して双方向でエネルギーの最適化を図る」という VPP を活用し

たビジネスモデルにシフトすることが求められよう。本章では小売電気事業者がこのよう

なビジネスモデルへとシフトするに際して、具体的にどのような要素が必要になるかを考

える（【図表 13】）。 

【図表 13】 小売電気事業者の VPP を活用したビジネスモデル 

 

（注）BEMS、FEMS、HEMSはそれぞれ、Building Energy Management System（ビルディングエネルギーマネジメントシステム）、Factory  

Energy Management System（ファクトリーエネルギーマネジメントシステム）、Home Energy Management System（ホームエネルギーマ 

ネジメントシステム）の略で、建築物、工場、家庭で使用しているエネルギーの使用量を最適に制御するための管理システムのこと 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

（2）リソースの導入・獲得 

小売電気事業者がアグリゲーターとして VPP を運営するには、特に、電力価値を創出

するための「リソース」の導入・獲得が必要となる。これらのリソースには、主に「高圧リソ

ース」と「低圧リソース」の 2 種類がある（【図表 14】）。 
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【図表 14】 VPP に活用できるリソースの例 

 

（注）〇：十分に商用化済み、△：ポテンシャルが存在、―：主な活用方法として期待されないものと想定 

（出所）各種公表資料より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

高圧リソースには、生産設備や自家発電設備、産業用蓄電池等が含まれ、低圧リソース

には、家庭用蓄電池やヒートポンプ給湯機等が含まれる。また、再エネ電源や併設され

た蓄電池、系統用蓄電池といった発電側の設備も VPP リソースとして活用することが可

能である。しかし、本レポートでは、小売電気事業者との関連性が特に深い「高圧リソー

ス」と「低圧リソース」に焦点を当てて議論を進める。 

高圧リソースについて、契約電力の大きい工場等では、DR の実施によるコスト削減や脱

炭素などのメリットが得られるだけでなく、小売電気事業者にとっても、単価の高い発電

所からの調達量の削減やインバランスの回避といった利点があり、DR の普及が進んで

いる状況である。特に、省エネ法による定期報告制度の対象となる工場等では、DR 実

績の報告が義務付けられるなど、DR を促進するための措置が進められている。また、省

エネの推進によって生産プロセスにおける消費電力量が減少すると、火力による自家発

電設備を保有する需要家では発電の余剰が生じ、設備が遊休化する場合がある。この

遊休化した発電設備を需給ひっ迫時に稼働させることで、下げDR リソースとして活用す

る事例も見られる。このように、高圧リソースを活用した VPP（以下、高圧向け VPP）は、

足下で一定程度の活用がなされている。 

低圧リソースは、1 件あたりの制御可能な出力が少量であるため、大規模な工場等に比

べて、活用が進展するまでに時間を要すると予想される。また、これらのリソースを手作

業で継続的に制御することは困難であるため、現在、住宅等に設置されるリソースに遠

隔制御機能を標準的に具備するといった「DRready」の検討が進められている。DRready

の要件については、資源エネルギー庁が主管する「DRready 勉強会」において検討が

進められている。2025 年 8 月時点では、ヒートポンプ給湯機、ハイブリッド給湯機、家庭

用蓄電池の要件（案）が取りまとめられており、現在は EV の DRready 要件について議

論されている。このような DRready 要件に対応した機器が普及することで、低圧リソース

を活用した VPP（以下、低圧向け VPP）の規模が着実に拡大していくことが期待される。 

ただし、電力の需給調整に資する機器の開発は、必ずしも機器メーカーが単独で行うべ

きものではない。各種市場の要件に対応できる機能の実装や、アグリゲーターが制御す

るにあたって求める機能等については、電力事業に関する専門的な知識を持ち、実際

に制御を行う小売電気事業者やアグリゲーターが協力して開発を進めていく必要がある

活用の方法
概要リソース

逆潮流下げDR上げDR

－〇〇
◼ 電気により大気中の熱を活用して給湯
◼ タンクに貯湯でき、給湯時間のシフトが可能

エコキュート給
湯
器

低
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－〇〇
◼ ガス給湯器とエコキュートを使用可能
◼ 給湯時間のシフトやひっ迫時にガスで給湯

ハイブリッド給湯器

〇〇△
◼ ガスにより発電・給湯が可能
◼ 電力需給に応じて稼働・抑制

燃料電池（エネファーム）コ
ジ
ェ
ネ 〇△△

◼ ガスにより発電・給湯・暖房が可能
◼ 電力需給に応じて稼働・抑制

ガスエンジン（コレモ）

－〇〇◼ 電力需給に応じて需要をシフト生産設備

高
圧

－〇〇◼ 電力需給に応じて需要をシフト
産業・業務用設備

（空調、照明、冷凍機、蓄熱槽等）

〇〇〇◼ 電力需要に応じて発電・抑制自家発電設備

〇〇△
◼ 電力需給に応じて充電・放電が可能
◼ 短時間で調整力の提供が可能

蓄電池
共
通

△△△
◼ 充電時間をシフトすることが可能
◼ 将来的には放電も可能

EV・充電器
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と考えられる。したがって、VPP リソースの普及にあたっては、機器メーカーとの協力が不

可欠であると言える。 

（3）システムの確保 

VPP を運営するには、導入・獲得したリソースを適切に管理・制御するための「システム」

の確保も不可欠である。システムには、主に「RA システム」と「AC システム」の 2 種類が

存在する。RA システムは、AC からの指令を受け、HEMS（Home Energy Management 

System）等のエッジ端末（ゲートウェイ：GW）や、機器メーカーのクラウドとの通信を通じ

て、需要家設備を管理・制御し、生成した電力価値を AC に提供する。一方、AC システ

ムは、一般送配電事業者（TSO）からの指令、市場価格、天候、需給状況等を基に RA

システムに制御指示出す役割を担っている（【図表 15】）。 

【図表 15】 VPP における各システムの役割 

 
         （注）DERは Distributed Energy Resources（分散型エネルギーリソース）の略 

（出所）各種公表資料より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

これらのシステムを小売電気事業者が自社で開発することは可能であるが、システムの

構築には、多額の資金と時間が必要な上、機器のリアルタイム制御や AI によるデータ

分析等の高度な IT 技術が求められるため、電力販売に特化した小売電気事業者にと

ってはリスクが伴う可能性がある。そのため、SaaS（Software as a Service）を活用してシス

テムを確保することが、効率的かつリスクを低減する手段として有効である。例えば、

2025 年 2 月に、プラットフォーム開発会社の Shizen Connect は小売電気事業者を含む

累計 12 社と資本業務提携を結んだことを公表した。この提携により、Shizen Connect は

提携先企業を通じて制御対象を確保し、研究開発に注力することが可能となり、提携先

企業は VPP に関連するシステムの研究開発コストやリスクを軽減し、VPP サービスを展

開することが可能となっている。 

VPP を運営するためには、リソースの導入とシステムの確保という 2 つの要素が必要だ

が、小売電気事業者が注力すべき領域としては、機器メーカーや需要家接点等の既存

事業の強みを生かせる「リソースの導入」が挙げられる。小売電気事業者がアグリゲータ

ーとしてリソースの導入を進めることで、需要家とリソース制御契約を締結し、需要家の

長期的な囲い込みを実現できるほか、リソース制御を通じた売電収益の拡大等、多様な

ビジネスチャンスを創出することが可能となる。その際には、システムを提供するプラット
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フォーム事業者と連携する必要があるほか、リソースの導入にあたっては、機器メーカー

と協力して需給調整が可能な機器を開発していく必要もある。 

また、プラットフォーム事業者ごとに連携可能な機器メーカーに違いがあることや、メーカ

ーごとに制御クラウドも異なるため、小売電気事業者が多くのメーカーの機器を販売・管

理するのは困難な場合がある。これに対し、特定の機器メーカーと連携し、RA の役割を

委任することも手段の一つとなる。これによって、小売電気事業者は、特定の機器を販

売することで、導入した機器を機器メーカーが RA として制御し、集めた電力を小売電気

事業者が AC として活用することが可能になる。 

 

5． VPP の市場規模と必要となるリソース量の試算 

（1）創出した電力価値の活用先と市場規模 

VPPで生み出した電力価値を収益化する方法として、主に市場での取引と、経済 DRの

2 つが挙げられる。市場取引については、容量市場、需給調整市場、卸電力市場の 3

つの市場が存在する（【図表 16】）。 

【図表 16】 VPP で創出した電力価値の取引市場 

  

（出所）電力広域的運営推進機関 HP、電力需給調整力取引所 HP、日本卸電力取引所 HP より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

容量市場は、将来の供給力を確保することを目的とした市場であり、VPP は「発動指令

電源」として参加することが可能である。発動指令電源とは、発動指令を受けた際に、電

力需要を削減する等の形で供給力を提供する電源のことで、1,000kW以上8の容量を提

供する必要がある。発動指令電源は、募集容量や約定量が年々増加しており、DCや半

導体需要の拡大等に伴う電力需要の増加によって、今後も市場規模が拡大することが

期待されている。また、約定後にDR リソースを確保できない場合等で実効性テスト9後の

容量が減少するケースがあるため、この差分にも新たな参入のポテンシャルがあると考え

られる（【図表 17】）。2028 年度には、発動指令電源の容量市場における落札総額が約

700億円に達すると予想され、過去最高額となることが見込まれるが、約定価格に応じて

収益が変動するため、市場での収益が見通しづらいことが課題である。 

需給調整市場は、電力の需給バランスの調整に用いる調整力を供出する市場であり、

VPP の収益獲得先の一つとなっている。VPP は主に、他商品と比較して応動時間等の

要件が容易な「三次調整力②10」に供出されている。2024 年度の 4 月と 5 月は、応札量

が募集量に対して非常に少なく、上限価格の存在しない三次調整力②では、蓄電池と

VPP が非常に高い価格で落札されたが、6 月以降は募集量の削減措置がとられたこと

で約定価格が低下し、蓄電池と VPPの調達費用は 4 月時点の約 10億円から、11月に

は 1 千万円を切る水準となった（【図表 18】）。2026 年度からは低圧リソースも需給調整

市場に参加可能となる予定だが、制御の手間や規模の小ささから応札価格が高くなるこ

とが予想され、現行の市場設計では落札が困難な状況が続くと考えられる。 

 
8 1,000kW未満の電源や DR等を組み合わせて参加することも可。 
9 発動指令時に期待容量どおりに応動するかを事前に確認するための試験。電力広域的運営推進機関によって実需給年度の 2年度前に行われる。 
10 FIT特例制度①および FIT特例制度③を利用している再生可能エネルギーの予測誤差に対応する調整力。 

要件継続時間最低入札量対象商品等取引価値市場の概要市場名

発動指令時（上限年12 回、3時
間前指令）に供給力を提供する

3時間1,000kW発動指令電源
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一次調整力～
三次調整力②
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（調整力）

電力の需給バランスの調
整に用いる調整力を取引
する市場

需給調整市場

実需給断面で指定の出力を供出30分100kW
スポット市場
時間前市場

kWh

（電力量）
需要家に供給するための
電力量を取引する市場

卸電力市場
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RA の役割を委任

することも VPP を
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【図表 17】 発動指令電源の各種容量と市場規模 【図表 18】 需給調整市場の動向（2024 年度） 

 

（注 1）契約容量は、追加オークション後の総容量 

（注 2）落札容量・応札容量・応札上限はメインオークション時の容量 

（注 3）2024年度の発動実績は、契約容量に実需給時の平均リクワイ 

アメント達成率約 80%（速報値）を乗じて算出 

（注 4）市場規模は、応札上限容量×約定単価で算出 

（注 5）発動指令電源には、VPP以外も含まれる 

（出所）資源エネルギー庁、電力広域的運営推進機関公表資料より、 

みずほ銀行産業調査部作成 

 

 
（注 1）VPPや蓄電池が主に約定している三次調整力②のデ 

ータを参照 

（注 2）12月以降の蓄電池・VPPの調達費用は未公表 

（出所）資源エネルギー庁公表資料等より、みずほ銀行産業 

調査部作成 

卸電力市場は、需要家に供給する電力量を取引するための市場であり、蓄電池や EV

等を活用して逆潮流させた電力や、ネガワットをアグリゲートした上で取引することが可

能である。しかし、現在のところ、リソースの量が少ないことや、市場価格予測に高度の

技術が求められることから、VPP による供出は限定的だと考えられる。 

前述の 3 つの市場に対し、高圧向け VPPは、容量市場では一定の収益を上げているも

のの、需給調整市場での約定は限定的である。また、2023 年以降は市場価格が安定し

ていることから、卸電力市場への供出や経済 DRのニーズも低い状況だと考えられる。ま

た、低圧向け VPPは、容量市場においては入札最低容量が 1,000kW と高く設定されて

いるため、多くのリソースを集める必要があり、現状では参入のハードルが高い状況にあ

る。さらに、需給調整市場においても、市場要件の制約により、参加できていないのが現

状である。 

（2）2040 年度の日本における VPP の市場規模の試算 

前述のとおり、VPP は現在、必ずしも十分な収益を確保できる状況にはない。しかし、将

来的にフレキシビリティがより重要な価値を持つようになった際、新規リソースの導入や

獲得が進んでいなければ、小売電気事業者は余剰となった再エネの有効活用や市場

調達コストの低減、さらには電力価値の市場供出等のビジネスチャンスを逸する懸念が

ある。そのため、本節では、将来必要となるフレキシビリティの量を一定の仮定を基に試

算し、それを活用して、VPP のポテンシャルや必要となるリソースの量を評価した。 

まず、現時点でのフレキシビリティとしての VPP のポテンシャルを把握するため、2023 年

度の電力需給を 8,784 コマ（24 時間×366 日）に分割し、それぞれのコマにおける調整

需要を算出した（【図表 19】）。2023年度は、全てのコマにおいて調整需要はプラスの範

囲内で変動しており、この部分についてはフレキシビリティでまかなう必要がある。しかし、

現状では火力や揚水の設備容量が十分に存在するため、これらの既存電源を稼働させ

ることで需給を一致させることができている。この結果から、現時点では VPP 活用のポテ

ンシャルは、ほとんど存在しないことが分かる11。 

 
11 発動指令などによって実際に DRを実施した分は、電力需要カーブに反映されていると考えられるが、約定量や発動実績の量を考慮すると、現時点で

はその影響は限定的だと推測される。 
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【図表 19】 2023 年度の 1 時間ごとの調整需要 

 

（注 1）送電端を使用 

   （注 2）電力需要は、各発電設備の出力を積み上げたものから算出    

（出所）各一般送配電事業者公表資料より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

次に、2040 年度の電力需給を基に調整需要がどのように変化するかを、一定の前提を

置いて試算した（【図表 20、21】）。 

【図表 20】 試算の前提  

 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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◼ 2023年度の1時間ごとの電力需要と各電源の発電電力量は、各一般送配電事業者が公表してい
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◼ 2040年度の電力需給は、第7次エネルギー基本計画で示された5つのシナリオを前提とする。また、

それぞれのシナリオにおける部門別の電力需要と電源種ごとの発電電力量については、2040年
度のエネルギーミックス作成の際に主軸とされた、地球環境産業技術研究機構（RITE）による試算
値を使用する

全体
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◼ 充電が行われる時間を19:00～翌6:00と仮定する。また、気温差や冷暖房の使用を考慮し、季節間
の消費電力を「春：夏：秋：冬＝9：10：9：12」とする

◼ 2040年度の道路交通部門における電力需要（RITEによる想定値）と、2023年度の運輸部門の最終
電力消費量（総合エネルギー統計による2023年度実績値）の差分をEVによる電力需要と想定する

EV
需
要

◼ EVを除く電力需要の増加分は、データセンター、半導体、電炉等の負荷率の高い電力需要だと仮
定し、これらの需要については8,760時間（24時間×365日）均等に生じるものと想定する

その他

◼ 原子力・地熱・水力・バイオマス（専焼）を対象とし、各電源の2040年度の総発電電力量は、RITEに
よる想定値を使用する

◼ これらの電源は、8,760時間（24時間×365日）常に一定の出力で発電するものと想定する

ベースロード
電源

供
給

◼ 太陽光と風力を対象とし、各電源の2040年度の総発電電力量は、RITEによる想定値を使用する
◼ 「2023年度の1時間毎の発電実績」に対し、「2023年度の総発電電力量」から「2040年度の総発電

電力量」への増減率を乗算し、2040年度の1時間ごとの発電電力量を算出する
VRE

2040 年度の調整

需要試算の前提 
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【図表 21】 5 つのシナリオにおける 2040 年度の電源構成と考え方 

 

 （出所）資源エネルギー庁公表資料、地球環境産業技術研究機構（RITE）公表資料等より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

第 7次エネルギー基本計画の「革新技術拡大シナリオ」の実現を前提に試算した結果、

全国の電力需給を 1 日に平均化したデータは【図表 22】、また、その調整需要を足下の

実績と比較したデータは【図表 23】のようになった。このシナリオでは、2040 年度に太陽

光の発電量が現在の 2～3 倍になることが想定されており、日中の多くの時間帯で供給

の余剰が発生することが予測される。一方、夕方以降は太陽光の出力が低下することに

加え、CN 達成に向けて火力の発電設備容量が減少することが想定されるため、供給不

足の発生が予測される。従って、日中と夕方以降の需給変動を調整するためのフレキシ

ビリティの重要性が、2040 年度にはさらに高まると考えられる。 

【図表 22】 2040 年度の 1 日の電力需給予測 

（革新技術拡大シナリオ） 

【図表 23】 2040 年度の 1 日の調整需要予測 

（革新技術拡大シナリオ） 

  
 （出所）両図表ともに、一般送配電事業者公表資料、地球環境産業技術研究機構（RITE）公表資料等より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

また、年間の調整需要の推移を分析した結果、供給不足が発生するコマについては、

必要な供給力の量が現在と大きく変わらないものの、2040 年度は火力の一定の退出が
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見込まれることから、揚水の活用に加え、蓄電池による逆潮流や、VPP によって需要の

シフト・削減を行う必要がある（【図表 24】）。また、2040 年度には現在と異なり、多くのコ

マで供給の余剰が発生することが予測される。この余剰については、既存の揚水の設備

容量では全量を吸収することが難しいため、蓄電池の活用や VPP による需要の創出が

重要な役割を果たすと考えられる。 

【図表 24】 2040 年度の 1 時間ごとの調整需要予測（革新技術拡大シナリオ） 

 

（注）送電端を使用 

（出所）各一般送配電事業者公表資料、地球環境産業技術研究機構（RITE）公表資料等より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

さらに、年間 8,760 コマ（24 時間×365 日）のうち、特に需給がひっ迫している時間帯

（8/21 19:00～20:00）と、供給の余剰が発生する時間帯（3/16 12:00～13:00）がある 1 日

において、必要となるフレキシビリティの量の試算を行った（【図表 25、26】）。 

【図表 25】 供給力不足時に必要となるフレキシビリティ 【図表 26】 供給力余剰時に必要となるフレキシビリティ 

  
（注）VPP等には、VPP（DR）や系統用蓄電池、再エネの出力制御が含まれる 

（出所）両図表ともに、一般送配電事業者公表資料、地球環境産業技術研究機構（RITE）公表資料等より、みずほ銀行産業調査部作成 
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試算の結果、2040 年 8 月 21 日には、調整需要の変動は約 160GW に達することが分

かった。さらに、火力と揚水の設備容量および稼働率に一定の制約12を設けて試算した

ところ、これらの電源だけではすべての変動を補うことができず、上げ・下げ調整力合わ

せて約 29GW の VPP 等のフレキシビリティが必要であることが判明した。現在の VPP の

導入量は、約 2.5GW13にとどまっているため、新たに約 26GW 分 VPP 等のフレキシビリ

ティを確保する必要があることが分かった。また、2041 年 3 月 16 日には、調整需要の変

動が約 209GW に達し、特に日中には最大約 120GW の供給余剰が発生すると予測さ

れた。揚水だけではこの供給余剰を吸収しきれないため、約 104GW の VPP 等の新た

なフレキシビリティを活用できるポテンシャルがあることが明らかになった。 

残りの 4つのシナリオについても同様に試算を実施した（【図表 27～30】）。「再エネ拡大

シナリオ」および「水素・新燃料活用シナリオ」においては、需給が最もひっ迫するコマ

（不足コマ）、余剰が最も発生するコマ（余剰コマ）の両断面において、それぞれ 100GW

以上の上げ調整力および下げ調整力が必要になることが判明した。また、「CCS 活用シ

ナリオ」においては、不足コマ断面で 100GW 以上の上げ調整力が必要となる一方、余

剰コマ断面における下げ調整力の必要量は 70GW 程度にとどまった。「技術進展シナリ

オ」においては、不足コマ断面で 100GW 以上の上げ調整力が必要となる一方で、余剰

コマ断面における下げ調整力の必要量は 20GW 程度と比較的少ないものの、春や秋を

中心に余剰が発生するコマが一定程度発生することが予測された。 

以上の試算結果から、いずれのシナリオにおいても、夏季の需給ひっ迫時には調整需

要が最大 110GW 程度に達し、春季や秋季には、調整需要が余剰となるコマが多数発

生することが予測される。この調整需要に対し、ひっ迫時には火力を中心に、揚水や系

統用蓄電池、VPP を活用した上げ調整を、余剰時には、揚水、系統用蓄電池、VPP を

活用した下げ調整を行う必要がある。 

【図表 27】 調整需要予測（再エネ拡大シナリオ） 【図表 28】 調整需要予測（水素・新燃料活用シナリオ） 

  

【図表 29】 調整需要予測（CCS 活用シナリオ） 【図表 30】 調整需要予測（技術進展シナリオ） 

  
（出所）いずれの図表も、各一般送配電事業者公表資料、地球環境産業技術研究機構（RITE）公表資料等より、みずほ銀行産業調査部 

作成 

 
12 火力は既存の発電所が 40年間運転すること、揚水は既存の設備容量が 2040年度も維持されることを前提に設備容量を試算。 
13 2023年度の調整力公募での電源Ⅰ´の調達量のうち、DRの調達量を使用。 
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（3）フレキシビリティとしての VPP の優位性 

前述したフレキシビリティの確保にあたっては、それぞれのリソースの特性を十分考慮す

る必要がある。例えば、供給量を瞬時に増加させる能力を持つ火力は不可欠であるが、

将来的に再エネが余剰となる日中には、余剰を吸収するリソースが求められる。また、春

季や秋季といった供給余剰が頻発する期間には、蓄電池や揚水では、充電した電力や

くみ上げた水をすべて放出しきれない可能性が懸念される。そのため、これらの時期に

は、需要創出を目的とした上げ DR や、充電した電力を移動エネルギーとして活用でき

る EV 等の導入が必要となる。このように、需給バランスを維持するためには、季節や天

候等の変化に応じて異なるフレキシビリティを活用することが求められ、単一のリソースに

依存するのではなく、多様なリソースを確保することが重要である。 

さらに、土地や系統確保といった観点も不可欠である。例えば、揚水では環境アセスメン

トの観点から、大規模な設備の新設や増設が困難とされている。また、系統用蓄電池に

ついては、2025 年 3 月末時点、系統への接続検討受付が 113GW と多数寄せられてい

るものの、系統の空き容量不足等の理由から、実際に連系された容量は約 0.2GW にと

どまり、導入が停滞している状況である。しかし、NEDO による「電力系統の混雑緩和の

ための分散型エネルギーリソース制御技術開発（FLEX DER）事業」の実証結果では、

VPP でフレキシビリティを調達することで、系統増強費用を抑制できる可能性が示されて

いる（【図表 31】）。従って、小規模で比較的導入が容易なリソースを活用し、系統増強も

抑制できる VPP は、将来のフレキシビリティ確保において重要な役割を担うと考えられる。 

【図表 31】 VPP による系統増強費用抑制のイメージ 

 

（出所）NEDO公表資料等より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

また、【図表 32】では、VPP と系統用蓄電池それぞれにおいて、1GW のフレキシビリティ

を確保し運用する場合に必要となる費用を比較した。VPP では、ヒートポンプ給湯機や

蓄電池、EV、生産設備など、本来は別の目的で使用される需要家側のリソースを活用

できるため、系統用蓄電池と比べて、特に CAPEX（設備投資費用）を抑えることが可能

である。一方、VPP の場合は、売電収入等で得られた収益を RA や需要家に還元率に

応じて分配する必要があり、最終的に獲得できる収益が減少するというデメリットも存在

する。しかし、小売電気事業者が需給調整ビジネスを展開する際に VPP を選択すること

で、需要家との接点拡大や VPP サービス提供による需要家の長期的な囲い込みなど、

既存事業の強化を初期投資を抑えつつ実現できる。そのため、小売電気事業者にとっ

て、VPP を選択することは大きなメリットがあると考えられる。 
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【図表 32】 VPP と系統用蓄電池の収支構造の比較 

 

（注 1）それぞれ 1GWの活用を想定し、20年間運用した際の収支構造を比較。VPPはエコキュートと家庭用蓄電池の活用を想定し、各 

家庭に 1台ずつあると仮定。また、ACは 4事業者、ACごとに RAが 4事業者存在すると仮定 

（注 2）エコキュートの消費電力は 1kWを想定。家庭用蓄電池の容量は 8kWh とし、家庭用・系統用蓄電池ともに 3時間率と想定。また、 

系統用蓄電池の稼働年数は 20年間を想定 

（注 3）システム開発費（AC・RA）は、サーバー代、パッケージシステム代、エンジニアリング代、運用テスト費から成る 

（注 4）接続費は、調達価格等算定委員会の令和 7年度の太陽光（10kW以上 50kW未満）の接続費 13,500円を使用 

（注 5）VPPにおける O&Mには、システム運用費、人件費、リソース営業費等を含む。系統用蓄電池における O&Mは、人件費、修繕 

費、一般管理費、諸費を含む 

（注 6）通信費は、卸電力市場と容量市場に参画するためにかかる費用として、3,600円／年を想定 

（注 7）系統用蓄電池の電池部分は、蓄電設備、蓄電池制御部分、蓄電システム制御装置を含む 

（注 8）PCSは、電力変換装置を含む 

（注 9）その他は、付帯設備、その他費用を含む 

（注 10）工事費は、基礎工事、据付工事、電気工事、付帯工事等を含む 

（注 11）廃止措置費用は、長期脱炭素電源オークションの諸元を基に、接続費を除く CAPEXの 5%と設定 

（注 12）系統用蓄電池における CAPEXには、土地代、固定資産税を含めていない 

（出所）資源エネルギー庁「定置用蓄電システム普及拡大検討会」、「次世代の分散型電力システムに関する検討会」における公表資料よ 

り、みずほ銀行産業調査部作成 

 

ただし、現在のところ、VPP として活用可能なリソースの量は限定的である。一般社団法

人日本電機工業会の自主統計によると、2024 年上期時点で家庭用蓄電池の累計出荷

台数は約 90 万台14であり、定格出力を 2kW と仮定すると約 2GW に相当する。これは、

「革新技術拡大シナリオ」における余剰時に必要なフレキシビリティ 104GW と比較すると

大きなギャップが存在する。このギャップを埋めるためには、需給調整可能なリソースの

導入を段階的に進めていく必要がある。しかし、特に低圧リソースについては、住宅用

太陽光の逆潮流が出力制御の対象外であることや、DR の実施報告義務等がないこと

 
14 クラウド接続できない蓄電池も含む。 
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から、リソース導入の価値を訴求するのが難しい状況である。 

一方、海外では、米国や欧州を中心に低圧向け VPP が進展しており、需給バランスの

維持や電気料金の削減に貢献している事例が報告されている。次章では、米国で VPP

が普及した要因や、各企業が提供する具体的なサービスを取り上げ、それを基に低圧

向け VPP がどのような段階を経て成長していくのか、そのプロセスを考察する。 

 

6． 米国の低圧向け VPP の事例 

（1）米国全体のＶＰＰ容量の実績と見通し 

U.S. Department of Energy（米国エネルギー省）のレポートによると、2024 年米国全体の

ピーク電力需要約 800GW に対し、VPP 容量（低圧などを含む全て）は最大 30GW でピ

ーク電力需要全体の約 4%を占めている。 

今後、DC や製造業、電化などによる電力需要増を背景に、ピーク電力需要は 2030 年

に約 900GW まで拡大すると見込まれている。VPP 容量は 2030 年までに 80～160GW

へと普及拡大し、ピーク電力需要の約 10～20%を占める見通しである（【図表 33】）。 

VPP の普及拡大を見込む背景として、電力需要増に伴う送配電設備のコスト増への懸

念や、再エネと蓄電池の導入が進んでいることが挙げられる。米国では、コスト増を抑制

しつつ、分散型リソースを統合・制御することで、系統の柔軟性と信頼性を高める手段と

して VPP が政策的に重視されている。 

【図表 33】 米国のピーク電力需要 

 

（出所）U.S. Department of Energy, Pathways to Commercial Liftoff: Virtual Power Plants 2025 Update 

より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

（2）低圧向け VPP 普及の進展要因 

低圧向けVPPの普及は 3つの要因から進展していると考える。1つ目は制度面で、2020

年 Federal Energy Regulatory Commission（連邦エネルギー規制委員会）は Order 

No.2222 を発表し、家庭用蓄電池などの低圧の分散型エネルギーリソースが卸電力市

場に参加できるよう、各地域の送電系統運用・管理および電力市場の運営機関

（ISO/RTO）15に対し市場規則の整備を求めた。これにより、最小容量 100kW 以上16のリ

ソースの市場参加が可能となり、低圧リソースの普及・活用が促進された。 

2 つ目は技術面で、蓄電池などの機器の普及と IoT の進展により、稼働データの蓄積と

分析が可能となったことで、制御の精度が向上している。その結果、アグリゲーターは分

 
15 テキサス州を管轄する Electric Reliability Council of Texasは除く。 
16 アグリゲーターが 100kW未満のリソースを組み合わせて参加することも可能。 
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散した機器を一括して安定的に制御・運用できるようになり、VPP の導入や事業展開が

加速している。 

3 つ目は需要家へのメリットとして、アグリゲーターなどが家庭の需要家に対して参加報

酬や電気料金削減といった具体的なメリットを提示することで、DRプログラムへの参加を

促進している。この結果、VPP の構築に必要なリソースが確保しやすくなっている。 

今後も前述の制度面・技術面・需要家へのメリット面の 3 つの要因を背景に、太陽光や

蓄電池などの分散型リソースを持つ家庭の VPP の参加が増加することが想定され、低

圧向け VPP の普及は着実に進むと見込まれる。 

（3）米国における低圧向け VPP の事例 

次に蓄電池の導入が進むカリフォルニア州やテキサス州での蓄電池を活用した VPP 事

例や、全米における機器メーカーと電力会社が連携した VPP サービスの Renew Home

について紹介する（【図表 34】）。  

【図表 34】 米国における低圧向け VPP の事例 

 
（出所）Federal Energy Regulatory Commission HP、Tesla HP、sonnen HP、Renew Home HP より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

カリフォルニア州は太陽光の導入が進展しており、2023 年の州内の総発電電力量のう

ち、太陽光が約 19%を占め、全米平均の約 4%を上回っている。また、設置済みの蓄電

池の容量は 2023 年 11 月時点で、約 7.3GW と全米で最も多い。これは連邦の Clean 

Energy Tax Credits （以下、連邦の支援策）に加えて、州独自の Self-Generation 

Incentive Program（自家発電インセンティブプログラム）などの支援策が、蓄電池の導入

を促進しているからである。また、制度面では、低圧リソースによる電力市場への参加が

認められていることも、低圧向け VPP の普及が進展する要因であると考えられる。 

Tesla はカリフォルニア州において、電気事業者と連携し、Tesla 製の家庭用蓄電池

Powerwall を活用した VPP を展開している。このプログラムでは、需要家が所有する

Powerwall を Tesla が自動制御し、電力需給がひっ迫した際に蓄電池から電力を放電

することで、電力網の安定化に貢献している。その対価として、Tesla は電力市場から報

酬を受け取り、その一部を需要家に還元するビジネスモデルを構築している。これにより、

参加者は電力需給の改善に寄与しつつ、経済的メリットを享受できる。 

Tesla と VPP で提携する Pacific Gas and Electric Company では、家庭用蓄電池などを

保有する需要家向けの電気料金メニューの Electric Home Rate Plan を提供している。こ
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要ピーク時は料金が高い時間帯別料金メニューである。Teslaが需要家の蓄電池を放電

するとともに、需要家が電気を使用する時間帯をシフトすることで、需要家の電気料金の
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テキサス州は特に風力の導入が進展している。2023 年の州内の総発電電力量のうち、

風力が約 22%を占め、全米平均の約 10%を上回っている。また、設置済みの蓄電池の

容量は 2023 年 11 月時点で約 3.2GW と、カリフォルニア州に次いで全米で二番目に多

い。連邦の支援策に加え、猛暑や大寒波により電力需要の変動が大きく、系統の安定

性を高める手段として蓄電池の重要性が高まっていることなどにより、蓄電池の導入が

進展している。また、制度面では、低圧リソースによる電力市場への参加が認められてい

るほか、電力市場価格の差による市場収益の機会も追い風になっている。 

SOLRITEおよび sonnenはテキサス州において、小売電気事業者と提携し、個人宅へソ

ーラーパネルと sonnen 製の家庭用蓄電池（20kWh×2 台）を初期費用なしで設置する

ビジネスモデルを展開している。ソーラーパネルや蓄電池を通じた個人宅への電力供給

だけではなく、事業者が蓄電池を自動制御し、電力市場価格の変動差を活用して収益

を得ている。具体的には、市場価格が高く需給がひっ迫する時間帯に蓄電池を放電し、

市場価格が安い夜間や風力の余剰時に蓄電池を充電する仕組みである。需要家にと

ってソーラーパネルや蓄電池は初期費用が高く、導入にあたり大きなハードルとなるが、

本ビジネスモデルでは、蓄電池の自動制御を通じて電力市場で売買して得る収益をもと

に、初期費用を事業者が負担し無償設置することで、そのハードルを取り除いている。 

前述の提携する小売電気事業者は、専用の電気料金メニューを需要家に提供しており、

電気使用量の最大 80%までを、テキサス州の平均的な電気料金よりも安価な単価で供

給している。需要家側としては、ソーラーパネルと sonnen製の家庭用蓄電池を初期費用

なしで設置できる設備面でのメリットに加え、明確で分かりやすい価格面でのメリットがあ

る。このように、設備面と価格面の 2 つのメリットを提供することで、需要家の VPPへの参

加促進に繋がっている。 

Renew Home は、冷暖房の空調設備などを制御する VPP を展開している。500 万戸以

上の需要家が参加し、総容量 3GW を有する北米最大の家庭用 VPP 事業者で、2030

年までに 50GW への拡大を計画している。機器制御では、Google のスマートサーモスタ

ットを使った空調設備や Rheem 社製の給湯機の自動制御により、需要家の電気料金

の削減につながっているほか、LG、Honeywell、 SunPower、Sense などの機器メーカー

とも提携している。また、100 社以上の電力会社が提供する DR プログラムをサポートし

ており、需要家が DR プログラムに参加して需要家が電力使用量を抑制することで報酬

を得られる仕組みである。このように、多数の機器メーカーや電力会社をパートナーとす

ることで、より広範な顧客基盤を獲得している点が特徴である。 

Tesla や sonnen が自社製の蓄電池を中心とした「垂直統合型 DR」と言えることに対し、

Renew Home は機器メーカーや電力会社と連携する「パートナーシップ型 DR」と言える。

パートナーシップ型 DRは、様々な機器メーカーや電力会社と連携することで、需要家と

のタッチポイントが広がり、顧客基盤の獲得につながるのが最大の特徴である。 

（4）低圧向け VPP 拡大における米国事業者の取り組みの整理 

前述の事例を踏まえ、低圧向け VPP の普及にあたって、米国の事業者がどのようなステ

ップを踏んできたのか、そしてこれからどのようなステップを踏もうとしているのかを、「導

入期」「浸透期」「本格期」という 3 つのフェーズに分けて整理した（【図表 35】）。 

導入期に米国の事業者が行っているステップは 4つある。1つ目は、TPO17モデルなどを

活用したリソースの導入促進である。リソースの初期費用の高さは、需要家が導入する

際のハードルとなるが、初期費用不要の TPO モデル等を展開することで、リソースの導

入促進につながる。2 つ目は、需要家が保有する機器（蓄電池やスマートサーモスタット

など）の特性に応じた電気料金メニューや DR サービスを提供することである。これにより、

需要家は電気料金メニューやDR参加による報酬条件に基づいて機器を効率的に活用

し、電気料金の削減や報酬の獲得が可能になる。また、こうした設計を通じて、特に需給

がひっ迫する時期に需要家の行動変容を促すことで、電力の需給バランスを効率的に

 
17 Third Party Ownership（第三者保有）の略。需要家以外の第三者が設備を保有すること。 
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調整することが可能となる。3 つ目は、前述のメリットを需要家に対して明確かつ分かりや

すく伝えることである。需要家の理解を深め、納得を得ることで参加を促進し、顧客基盤

の拡大につなげている。4 つ目は、VPP の展開を通じて電力市場での収益化に必要な

知見を獲得し、関連ベンダーと連携してその知見を共有することである。この共有を通じ

て、高度な制御技術や最適化アルゴリズムによる市場取引の機能を備えた VPP システ

ムを構築できるようになり、電力市場での更なる収益性の向上が期待できる。 

【図表 35】 米国における低圧向け VPP のフェーズごとのステップと課題、打ち手 

 
（注）Third-Party Ownership（第三者所有） 

（出所）各種公表資料より、みずほ銀行産業調査部作成 

 

導入期を踏まえて、VPP を事業として拡大させていくためには、次のフェーズである浸透

期から本格期における取り組みが重要となる。現時点で米国の低圧向け VPP は概ね浸

透期にあり、本格期はこれからのフェーズだと考えられる。 

 

7． VPP の普及拡大に向けて日本の小売電気事業者に求められる取り組み 

（1）VPP 普及拡大にあたっての日本の課題 
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れぞれの観点で整理する。低圧向け VPP、高圧向け VPPのそれぞれについて、制度や

政策、技術の進展度合いを考慮しつつ、どのような成長を辿っていくかの展望について

考察した（【図表 36】）。 
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【図表 36】 低圧向け・高圧向け VPP の成長の展望 

 
（出所）みずほ銀行産業調査作成 
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初期段階に位置すると考えられるため、日本の小売電気事業者は、まずは導入期に求

められる取り組みを行っていくことが重要となる。 

高圧向けVPPは、現状、一定の活用が進んでいるものの、アグリゲーター間で価格競争

に終始することによって、収益性が低下していく可能性が懸念される。しかし、フレキシビ
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しかしながら、仮に DRready 対応した機器が生産されても、小売電気事業者がこれらの

機器のポテンシャルを最大限に生かす料金メニューや DR サービスを提供しなければ、

これらの機器は普及せず、低圧向け VPP の進展が停滞する懸念がある。実際、低圧向

け VPP が普及している英国では、総合エネルギー会社の EDF Energy が、平日ピーク

時の DR 実績に応じて、翌日曜日の電気料金を最大 16 時間無料にするサービスを提

供するなど、需要家にとって経済的に分かりやすいメリットを訴求している。また、同国の

小売電気事業者 Octopus Energy は、標準料金より安価な料金で蓄電池や EV に充電

できるサービスを提供しており、需要家へのインセンティブを明確に示している。また、第

6 章で紹介した米国の SOLRITE や sonnen は、太陽光や蓄電池を完全無償で設置す

るほか、常時電気料金の割引サービスを展開しており、いずれも需要家にとって直感的

に理解できる経済的メリットを提供している点が特徴である。 

日本でも、沖縄電力を除く旧一般電気事業者各社が、節電時のポイント付与や昼間の

電気料金を夜間より安くする料金メニュー等を提供しているものの、海外の先進事例と

比較すると、電気料金が削減されることが直感的に理解できるようなメリットは乏しい。も

ちろん現状では、低圧リソースの普及が限定的であるため、魅力的な電気料金メニュー

の構築や新サービスの導入は費用対効果が小さく、小売電気事業者にとって負担とな

る可能性はある。しかしながら、将来的にはフレキシビリティの価値が大きく向上し、VPP

によるビジネスチャンスが拡大することが予想される。そのため、小売電気事業者には、

機器メーカーと連携してリソースの開発協力や導入を促進することに加えて、需要家にと

って魅力的な電気料金メニューや DRサービスを構築することが求められる（【図表 37】）。

これによって、VPP のメリットを効果的に訴求し、需要家の参加を促進することで、低圧

向け VPP の成長や規模の拡大を実現することが可能になる。 

【図表 37】 機器メーカーと連携した需要家への VPP メリットの訴求 

  

            （出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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将来的には主要なフレキシビリティとなることが想定される。 

水電解装置は、再エネを利用して水素を製造する技術であり、再エネの余剰時に上げ

DR として活用することが有効である。特に、蓄電池では充電した電力を放電しきれない

春や秋の再エネの余剰が連続して発生する時間帯において、再エネを別のエネルギー

に変換する水電解装置が有効なリソースの一つになると考えられる。 

また、将来的には DC が VPP のリソースとして活用される可能性も存在する。現在、DC

の足下の課題として、系統接続に必要な空き容量が不足していることがあげられており、

2025 年 4 月に IEA が公表した「Energy and AI」によると、東京エリアの DC の系統接続

にかかる平均の接続待ち期間は 5 年以上に及び、系統接続には非常に長い時間を要

しているのが現状である。このような系統接続の問題を解決するために、現在、総務省

および経済産業省が主管する「ワット・ビット連携官民懇談会」において、DC を蓄電池と

一体的に運用し、VREの発電状況に応じた系統の空き容量に追従する形で需要をシフ

トすることで、DC の早期系統連系を可能にする仕組みの検討が進められている。しかし

ながら、このような DR を実現するためには、高度な需給調整技術が必要であるうえ、系

統連系手続きの複雑さも課題となる。これらの技術面および手続き面の負担は、本業が

異なる DC 事業者にとって大きな障壁となる可能性がある。従って、これらの負担を軽減

し、DC 事業者が関連サービスをワンストップで利用できる仕組みに対するニーズが存在

すると考えられる。 

実際、国内電力需要の 20%を DC向け電力需要が占めるアイルランドでは、新規 DC建

設に際して蓄電池や発電設備の設置、DR の実施が接続要件として設定されているが、

これに対し、アグリゲーターである Enel Xや GridBeyondは、DC事業者に対して系統接

続サービスを提供し、系統接続や需給調整を支援している。日本国内においても、DC

需要の拡大に伴い、これらの需給調整サービスが普及していく可能性は十分にあると考

えられる。このサービスを提供することで、小売電気事業者は新たな収益機会を獲得で

きるだけでなく、電力供給契約の獲得や、DC・蓄電池といったリソースの確保を通じて、

VPP の規模の拡大にも繋げることが可能になると考えられる。（【図表 38】）。 

【図表 38】 DC と蓄電池の一体運用による系統空き容量の活用 

 

 （出所）資源エネルギー庁資料等より、みずほ銀行産業調査部作成 
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ことで、需要家の VPP への参加を促進することが求められる。また、高圧リソースの普及

においては、既存リソースの奪い合いを回避し、これまで十分に活用されてこなかった新

規リソースの獲得を積極的に進めることが重要である。これらの取り組みが進展すること

で、日本の VPP 市場は大きな成長を遂げることが期待される。 

加えて、VPP の普及は単なる電力業界の変革にとどまらず、持続可能な社会の実現に

向けた重要な一歩でもある。電力の安定供給や再エネの最大限活用、電気料金の抑制

といった効果は、社会全体に多大な恩恵をもたらすものである。小売電気事業者は、こう

した社会的意義を踏まえて、VPP の導入を積極的に推進するとともに、持続可能な未来

を築くためのリーダーシップを発揮することが求められる。本稿が、小売電気事業者にと

って VPP 導入の可能性を探る一助となり、これからの電力業界がさらなる発展を遂げる

ことを期待したい。 
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